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令和３年６月橋本市議会定例会会議録（第４号）その２ 

令和３年６月22日（火） 

                                           

（午前９時30分 開議） 

○議長（小林 弘君）皆さま、おはようござ

います。 

 ただ今の出席議員数は18人で全員でありま

す。 

                     

○議長（小林 弘君）これより本日の会議を

開きます。 

                     

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（小林 弘君）日程第１ 会議録署名

議員の指名 を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第88条

の規定により、議長において、２番 垣内君、

７番 石橋君の２人を指名いたします。 

                     

 日程第２ 一般質問 

○議長（小林 弘君）日程第２ 一般質問を

行います。 

 順番９、９番 南出君。 

〔９番（南出昌彦君）登壇〕 

○９番（南出昌彦君）皆さん、おはようござ

います。２日目のトップバッターということ

で、よろしくお願いします。 

 家の周りで、田植シーズンも終わりまして、

カエルの声が日に日に大きなってきておりま

すけども、コロナ禍は依然としてということ

の中で、今日は前半はコロナ関係、そして、

後半は障がい者福祉、そして、大規模災害の

関連について質問をさせていただきたいと思

います。 

 それでは、議長のお許しをいただきました

ので、壇上からの質問をさせていただきます。 

 １、コロナワクチン接種について。 

 コロナワクチン接種の安全かつスピーディ

ーな実施が求められています。コロナワクチ

ン接種についてお伺いします。 

 ①現在、高齢者のワクチン接種が実施され

ていますが、電話予約や医療機関への移動等

が困難な高齢者への支援が必要と考えます。

どのように考えているかについてお伺いしま

す。 

 ②本市は事前予約による個別接種を基本と

して、土・日曜日の集団接種も計画されてい

ます。ワクチンの供給量が十分満たされるこ

とが想定される場合、どのようにして接種率

の向上をめざし、ワクチン接種希望者の100％

接種完了をめざすのかについてお伺いします。 

 大きな２番目、コロナと地方経済について。 

 長期間に及ぶコロナ禍において、地方経済

の現状と対策についてお伺いします。 

 ①現在の地方経済の現状について、産業分

類別にどのように把握されているかをお伺い

します。 

 大きな３番目。障がい者福祉と大規模災害

発生について。 

 橋本市障がい福祉計画においては、「全ての

人が、お互いを尊重し、いきいきと安心して

暮らせるまち 橋本」を基本理念とし、「一人

ひとりが障がいの有無に関わらず、人格と個

性を尊重して地域の中で互いに支え合いなが

ら共に生きる社会をめざす」としています。 

 本市の障がい福祉計画の実践と大規模災害

発生時の障がい者支援についてお伺いします。 

 ①第６期橋本市障がい福祉計画においては、

障がい者の雇用を促進するため、就労に関す

る情報の提供、相談体制の整備、能力開発や

訓練の機会の拡充及び雇用の場の開拓によっ

て就労の場の確保を図るとともに、就職の意

向確認から就労後の定着まで、就労支援のた
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めの総合的な支援を行うとしていますが、ど

のように取り組まれているか、お伺いします。 

 ②大規模災害発生時において、障がいのあ

る人が迅速に、また、安全に避難するために

は、障がいのある人をはじめ、地域住民が日

頃から防災についての十分な知識を持つとと

もに、万全の備えをしておく必要があります。 

 地方公共団体は防災知識の普及・啓発とそ

のための広報活動を積極的に推進し、防災意

識の高揚を図る必要があり、地域内の障がい

のある人に対し防災知識の普及・啓発の徹底

を図る必要がありますが、どのように取り組

まれているか、お伺いします。 

 以上３点、壇上からの質問とさせていただ

きます。明快なご答弁、よろしくお願いいた

します。 

○議長（小林 弘君）９番 南出君の質問項

目１、コロナワクチン接種に対する答弁を求

めます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（土井加奈子君）登壇〕 

○健康福祉部長（土井加奈子君）おはようご

ざいます。コロナワクチン接種についてお答

えします。 

 まず、一点目の、電話予約や医療機関への

移動などが困難な高齢者への支援についてで

すが、本市では２月に保健福祉センター２階

にコールセンターを立ち上げ、５月から開始

されたコロナワクチン接種の予約手続きなど

に関する一般相談に対応してきました。 

 接種券発送直後は予約電話がつながらない

などの相談がありましたが、現在はワクチン

接種を希望する高齢者の方の予約がほぼ完了

し、接種も順調に進んでいます。また、協力

いただいている市内37の医療機関の中には訪

問クリニックの医師もおり、移動の困難な高

齢者の対応を行っていただいています。 

 次に、二点目の、接種率の向上等について

お答えします。 

 高齢者のワクチン接種について、国から７

月末をめどに完了するようにとの要請が来た

ことから、紀和病院及び市民病院に土曜日の

ワクチン接種をお願いしました。その他の個

人の医療機関にも同様に、できるだけ前倒し

していただくようにお願いしました。 

 ６月16日に接種券を発送した16歳から64歳

までの方については、平日の接種が難しい方

のために、８月28日から土曜日、日曜日の集

団接種を実施します。 

 ５月20日の全員協議会でも説明いたしまし

たが、高齢者については８月７日までに約

75％、16歳から64歳までの方については11月

末までに約70％の接種率を達成できる体制を

整えています。 

○議長（小林 弘君）９番 南出君、再質問

ありますか。 

 ９番 南出君。 

○９番（南出昌彦君）答弁ありがとうござい

ます。 

 そこで、一点、質問させていただきます。

現在の高齢者のワクチン接種率、そして、高

齢者のワクチン接種率の、想定の大体の接種

率はどのようになるか、予想されているかに

ついてお伺いいたします。よろしくお願いし

ます。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（土井加奈子君）６月21日現

在で、高齢者接種率、１回目を終わられた方

が56.1％になっています。ちなみに、２回お

済みの方については19.6％、約２割の方がお

済みになられています。 

 それから、高齢者の接種率、めざすところ

は全体の75％としています。 

 以上です。 

○議長（小林 弘君）９番 南出君。 

○９番（南出昌彦君）ありがとうございます。 
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 全員協議会でご説明いただいた数字からい

いますと若干低いような気がせんでもないん

ですけれども、伊都医師会の橋本市内の医師

会会員は58の医療機関があると思います。そ

のうち、今ご説明いただいたように、37の医

療機関が対応していただいているということ

で、現実問題として、かかりつけ医が接種対

応をしていない。それから、近隣に医療機関

がない、また、少ない地域が実際のところあ

ります。 

 他自治体におきましては、往復のタクシー

代であるとか大型の観光バス、送迎バスを用

意して、地域ごとに日を変えて運行したり、

自宅から接種会場まで無料で送迎したり、ま

た、接種券を送ったのに予約が入っていない

80歳以上の高齢者にははがきを送ったり、接

種券を送付後、一人ひとりに電話して接種に

予約が必要なことを伝えたりと、移動手段を

含めて接種率向上のための工夫をされている

報道が目につきます。 

 当然、ワクチンの十分な情報提供をした上

で、本市は、接種の希望はあるが何らかの理

由で接種予約ができない、また、接種可能な

医療機関に行けない高齢者の対応、フォロー

はどう考えているのか、お伺いいたします。

よろしくお願いします。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（土井加奈子君）まず、市内

58医療機関のうち37の医療機関についてご協

力いただいているところなんですけれども、

逆にご協力いただけない理由としましては、

お医者さん自身が、本人がご高齢であられて

対応ができないというところですとか、それ

から、かかりつけの患者が少ないという理由

であったり、また、特定の診療科であるとい

うことも理由かなとは思います。 

 それから、37医療機関のうち15の医療機関

についてはかかりつけ患者以外の方にも対応

していただいておりますので、そちらのほう

もご利用になられている高齢者の方がいらっ

しゃると思います。 

 移動の難しい高齢者の方に関しましては、

まず、訪問クリニックの医師が在宅されてい

る方のところに訪問されて接種されていると

いうところで協力をいただいてございます。 

 移動手段については、いろいろと他の自治

体で、おっしゃるようにタクシー出したりで

すとか大規模接種会場にバスを出したりです

とか、そういうことをされているんですけれ

ども、橋本市ではそういう移動手段というも

のは用意してございません。 

 というのが、高齢者の接種に関しましては、

かかりつけ医のほうで打っていただくという

のが、ふだん行かれているかかりつけ医で打

っていただくのを基本とさせていただいてい

ますので、月に１回ですとか２か月に１回か

通われているというところを基本に考えまし

たので、移動手段についてはご自身のほうで

ということと、あと、土曜日の接種を紀和病

院と市民病院のほうでお願いして、そちらの

ほうで、土曜日に関してはまたご家族のほう

でご対応いただけるかなということでお願い

しているところでございます。 

 以上です。 

○議長（小林 弘君）９番 南出君。 

○９番（南出昌彦君）ありがとうございます。 

 私も地図に落として見たんですけれども、

どうしてもやっぱりかかりつけ医が接種対応

をしていないという地域もございます。 

 今日は画像も用意していたんですけども、

時間の都合で見ていただけないんですけれど

も、やっぱりそういうことも含めて、コミュ

ニティバスの活用等も含めて、やはり少しで

も高齢者の方、希望のある方に限ってですけ

ども、接種ができるような体制を組んでいた

だきたいというふうに思います。答弁は結構
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ですので、またご検討をよろしくお願いしま

す。 

 そこで、次に、子どもたちの対応を職業に

している先生、また、保育士等の方々への接

種はどう考えておられるか、お伺いいたしま

す。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（土井加奈子君）保育園、そ

れから、幼稚園、こども園などの保育士、幼

稚園教諭、それから、小・中学校の教諭、学

童保育支援員などにつきましては、ワクチン

のロス対応の対象として登録していただいて

おります。また、市民病院や紀和病院の土曜

日の接種に空きができた場合などについては、

保育士を中心に声をかけさせていただいてお

ります。 

○議長（小林 弘君）９番 南出君。 

○９番（南出昌彦君）ありがとうございます。 

 もうワンステップ進んだ、先生方、また、

保育士の方々への優先順位等の検討もまた考

えていただけたらというふうに思います。 

 次の質問に移らせていただきます。 

 本市は37の医療機関が接種対応をしていた

だいており、大変喜ばしいことであると思い

ます。接種予約がワクチン供給量を上回る可

能性がある場合、どのような判断軸でワクチ

ンの振り分けを行うのか、お考えをお伺いい

たします。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（土井加奈子君）まず、ワク

チンにつきましては高齢者の分は７月末をめ

どに終了ということで準備はされてございま

す。予約が、もし個人のクリニックの予約が

押していまして、例えばかなり先になるとい

う場合は、大きな、例えば市民病院であった

りですとか紀和病院であったりですとか、そ

ちらのほうをご案内させていただいています。 

 コールセンターにお問合せがありましたら、

そのようにご案内させていただいているのと、

あと個人のクリニックのほうでもそのような

ご対応をいただいているところもあると聞い

ております。 

○議長（小林 弘君）９番 南出君。 

○９番（南出昌彦君）質問の趣旨とはちょっ

と違った答弁かなとは思うんですけれども、

いろんなことが想定されると思います。接種

予約が少なくてワクチンの供給量が豊富にあ

るという場合、また、その反対に、今質問さ

せていただいたように、接種予約が多くてワ

クチン供給量を上回る可能性がある場合、そ

れぞれいろんなケースがあると思いますので、

その辺をやっぱり想定した中で、いろんなパ

ターンを考えていただいて、接種が円滑に進

むように対応をお願いしたいというふうに思

います。時間の関係がありますので、それぐ

らいにさせていただきたいと思います。 

 次に、アナフィラキシーショック等が生じ

た際の緊急対応についてご質問させていただ

きます。 

 副反応相談窓口の設置については、本市と

してはどのように考えておられるのか、また、

副反応に対応する専門的な医療機関はどのよ

うに対応するのかということを質問させてい

ただきます。ご答弁をお願いします。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（土井加奈子君）まず、アナ

フィラキシーショックが発生した場合は、現

状では市民病院が対応していただくことにな

ります。 

 それと、副反応のご相談につきましては、

これは和歌山県の新型コロナウイルスワクチ

ン接種コールセンターに対応していただくこ

とになります。もちろん、市の窓口、いきい

き健康課の窓口でもご相談を受けまして、受

けたとしましたら、こちらのコールセンター

のほうをご案内させていただくことになりま
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す。 

 それから、集団接種の会場には救命救急士

を配備しまして、そちらのほうが対応にも当

たることになっています。 

○議長（小林 弘君）９番 南出君。 

○９番（南出昌彦君）24時間体制で対応して

いただけるという解釈でよろしいですか。あ

りがとうございます。 

 コロナワクチン接種についての質問は最後

になるんですけども、一つ気になることがあ

ります。 

 同一メーカーによるワクチン接種というこ

となんですけれども、今後、ワクチンの供給

メーカーが複数になることが予想されます。

その際、第１回接種と第２回接種で同一メー

カーのワクチンを接種することが重要かと思

うんですけども、接種記録システム、ＶＲＳ

というシステムですけども、マイナンバーと

連携しているということの中で市区町村の職

員しかアクセスできないというふうに考えら

れます。 

 第１回接種時のワクチンメーカーを医療機

関が確認するすべというのは本人が持参する

接種券しかないというふうにも考えられるん

ですけども、特に、集団接種とかそういうと

きの場合もそうやと思うんですけども、そう

いう場合、第２回接種時に接種券を持参しな

かった場合、当日の接種が困難となるだけで

なく、第１回接種時のワクチンが無駄になる

ということも考えられ、次回の接種予約もし

ばらく先になることが予想されます。 

 このような事態を防ぐための仕組みをどの

ように考えているか、お伺いいたします。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（土井加奈子君）今、ファイ

ザー社製のワクチンを橋本市では使用させて

いただいています。モデルナ製のワクチンに

つきましては、今のところ大規模接種会場も

しくは職域接種について使用されるというこ

とで、橋本市ではいずれの接種も実施いたし

ませんので、ファイザー社製のワクチンを接

種していただくことになります。ですので、

今は混在する可能性というのはございません。 

 ２回目の接種時に接種券を忘れたりして、

万が一、接種ができるかどうかというところ

につきましては、基本的にはそのＶＲＳにつ

いて接種記録というのを確認するシステムで

はあるんですけれども、おっしゃるように自

治体などでしか確認ができないために、接種

券は基本的にご本人がお持ちいただくように、

１回目の接種が終わったら接種の番号が張ら

れていますので、そちらのほうをお持ちいた

だくようにしていただいています。 

 ですので、忘れた場合は、基本的に取りに

帰っていただくことになります。 

○議長（小林 弘君）９番 南出君。 

○９番（南出昌彦君）取りに帰っていただく

しか仕方ないんですかね、やっぱり。分かり

ました。 

 いろんな仕組みというのを日々検討いただ

いて、安全かつスムーズに接種対応をしてい

ただけるように、よろしくお願いしたいと思

います。 

 一つ目の質問はこれで終わります。 

○議長（小林 弘君）次に、質問項目２、コ

ロナと地方経済に対する答弁を求めます。 

 経済推進部長。 

〔経済推進部長（北岡慶久君）登壇〕 

○経済推進部長（北岡慶久君）コロナと地方

経済についてお答えします。 

 本市では地元事業者の経済状況を把握する

ために、市による定期的なアンケート調査は

行っていませんが、少しでも現状を把握する

ために、和歌山県が情報発信している経済動

向や県内のシンクタンクが実施する各産業分

類別の景況ＢＳＩなどの景気動向調査等を参
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考にしています。しかし、調査範囲が県内全

域であることや四半期ごとの実績と見通しで

あることから、状況が即座に分かるものでは

ありません。 

 それらの調査に加えて、橋本商工会議所や

高野口町商工会、紀州繊維工業協同組合など

の商工関係団体から、それぞれの管内状況の

情報収集に加え、誘致企業や市担当課室の窓

口での聞き取り等にも努めています。 

 なお、経済状況を把握する基礎となる調査

である経済センサスの2016年の結果から分析

したＲＥＳＡＳの要約から本市の状況を見て

みると、企業数が約2,000社、事業所数が約

2,500か所あり、従業者数は約１万8,000人と

なっています。 

 また、付加価値額の構成で見ると、医療福

祉産業が全体の約３割、繊維業等の製造業が

約２割を占めており、ほかにも、小売業、建

設業、宿泊・飲食業、サービス業、農業と、

本市を支える産業が多岐にわたっています。 

○議長（小林 弘君）９番 南出君。 

○９番（南出昌彦君）ご答弁ありがとうござ

います。 

 なかなか実態調査というのはなかなか把握

できない。実施もなかなか、2,500も超える事

業所があるということですので、なかなか取

り組むことが難しいかとは思いますけれども、

やはり実態をつかんでいただくということも

大事かと思います。 

 そんなことで、この地方経済の質問につい

てはもう一点だけ質問したいと思います。 

 やっぱり2,500を超える事業所があります

ので、どの分野分類の産業についても、長期

間に及ぶコロナ禍の影響により厳しい経営状

況の事業所、地元企業があると思います。だ

から、必要な企業、事業者には必要な支援策

を講じないと、地方経済はさらに疲弊してい

くというふうに考えられます。 

 昨年５月の臨時議会で、経済支援策も市独

自のも提案していただきましたけども、あま

り対象者がいなかったということもありまし

た。ですけども、やっぱりそういうふうな支

援策を講じていただいて、今の状況では長期

間に及ぶコロナ禍、当然どの産業の事業者に

も厳しい経営状況、支援が必要な事業者はお

られると思います。 

 そういうことで、分野、分類に壁がない緊

急の支援策が必要かというふうに考えますが、

どのように考えておられるか、お伺いいたし

ます。 

○議長（小林 弘君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）３度の緊急事

態宣言の発出等の影響によりまして、議員、

今おただしのとおり、飲食をはじめ小売業、

繊維製品等の製造業においても影響を受けて

おり、本当に先行きが不透明な状況が続いて

います。 

 このような状況のもと、先週金曜日に郵便

局のほうに本市から届けさせていただいたん

ですが、需要喚起のクーポン券事業に取り組

んでいるところですが、今後、国で経済対策

に関する予算が編成される等、財源が確保さ

れる必要がありますが、今後、事業者を支援

するための追加支援策が必要ではないかと考

えています。 

○議長（小林 弘君）９番 南出君。 

○９番（南出昌彦君）ありがとうございます。

本市はやはり製造業等も結構の数の事業者の

方もおられます。いろんな分野で対応できる

支援策についての検討をお願いしたいと思い

ます。 

 また、先ほどＲＥＳＡＳという話もありま

したけども、今現在、ＲＥＳＡＳではＶ－Ｒ

ＥＳＡＳということで、結構リアルにこの５

月、６月ぐらいの消費行動等の実態も反映し

ているようなデータも載っておりますので、
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その辺もやはり十分参考にしていただいて、

ご検討をお願いしたいと思います。 

 それで、本市の各種計画の多くはＰＤＣＡ

サイクルで年間計画とかを策定されていると

思いますけれども、最近、経済界で注目され

ている考え方があります。相手をよく観察し

て出方を伺うという、この意思決定プロセス

のことを機動戦ではウーダと言います。 

 有事で先が読みにくいコロナ時代、こうい

った相手の観察から始まり、状況変化に柔軟

に対応できる、迅速に動けて状況の変化に強

いウーダ・ループの概念が有効で注目されて

います。明確な正解の見えない事業であると

か、変化が目まぐるしい事業化に最適な概念

かと思います。 

 ウーダというのはＯＯＤＡと書くんですけ

ども、オブザーブ観察、オリエント状況判断・

方向づけ、ディサイド意思決定、アクト行動、

この頭文字を取ったものなんですけども、や

はりループという限りは、繰り返し繰り返し

状況の変化に対応して、その場その場に合っ

た施策を考えていくということが重要である

かと思います。 

 そういうことで、今の答弁からいえば、オ

ブザーブで十分分析されて、オリエントを慎

重に決定した上で、次は意思決定、そして、

アクションを起こしていただく、その繰り返

しが必要と考えますけども、こういう考え方、

参考にしていただきたいと思うんですけども、

どういうふうに考えられますか。 

○議長（小林 弘君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）ご質問にお答

えさせていただきます。 

 ＰＤＣＡサイクルとＯＯＤＡループは決し

て相反するものではないと思います。事業を

立ち上げるときにはＯＯＤＡループ、軌道に

乗ったらＰＤＣＡサイクルを使うなど、相互

補完的に活用することで、より有機的な組織

運営ができると思います。今回、恥ずかしな

がら私は初めて知りましたが、実際、地方自

治体においてもこのような考えを導入して組

織改革を行っている事例も多く見られること

が分かりました。 

 ＰＤＣＡサイクルは永続的な行政目標の達

成に向けて、自ら計画を策定・実行し、改善

し続けるために、今後も必要不可欠な行政経

営の方法だと思っています。ここにＯＯＤＡ

ループを組み合わせることで、現状を把握し、

分析し、時代の変化に合わせた新しい政策を

より効果的に行っていくことができるかもし

れません。 

 市として組織的に取り組むかについては、

今後いくつかの課題があるとは思いますが、

概念については理解をさせていただきました。 

○議長（小林 弘君）９番 南出君。 

○９番（南出昌彦君）ありがとうございます。

また参考にしていただきたいと思います。 

 昨年５月の臨時議会で、経済の支援策、独

自の支援策を立てていただきましたという話

も先ほどさせていただきましたけども、やは

りこういう支援策というのは、そのときその

ときに応じた支援策が必要かと思います。ル

ープということで繰り返し行うということが

大事かなというふうに思います。 

 新型コロナウイルス感染症対策は、客観的

な状況判断のもと的確な意思決定をスピーデ

ィーに行う、そして、それを繰り返す、この

概念を十分取り入れるべきだと私は思ってお

ります。 

 そこで、現在の状況を踏まえて、どのよう

な支援策が必要と考えるか、経済推進部長、

よろしくお願いします。これで、２番目の質

問を終わりたいと思います。 

○議長（小林 弘君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）市内事業所の

状況、社会福祉協議会等にも、昨日も健康福
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祉部長から貸付けについての答弁もさせてい

ただいたと思いますが、そういった中でいき

ますと、やはり売上げが減少しているという

こと、それから、資金繰りが本当に直面する

課題であるというふうに思います。 

 先ほどもお答えさせていただきましたが、

一定、クーポン等でそうした課題を少しでも

改善できる方向に向かうとは思いますが、そ

れでも、今後少しでも経営を支援するための

支援策が引き続き必要であるというふうに考

えています。 

○議長（小林 弘君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）南出議員の質問にお答

えします。 

 まず考えていく部分は、今の事業者の皆さ

んが、まず、このコロナ禍の後において自分

の会社あるいは事業をどう考えていくのかと

いうのをもっと考えるべきやと思います。そ

の中で新しい機械を入れるとか、そういうも

のであれば支援はできると思いますが、今や

っている10万円配るとかで、ではそれが景気

対策になるかというと、そうではないと思う

んです。 

 市は市の役目で固定資産税の減免であった

り猶予であったり、水道料金の猶予であった

り、そういう市のできる部分はしっかりと市

はやります。ただ、経済対策という部分では、

やはり今のコロナの特別措置法を見ましても、

国と県が全ての権限を持っているんです。だ

から、そこに市としてどういう要望を上げて

いくかということが大事な取組だと思います。 

 来月上京して、私、今一番心配しているの

が、これ以上金を借りて、企業の人は返して

いけるのか、個人の人は返していけるのか。

５年間の無利子が終わったときに有利子にな

るわけです。だから、それに対して市として

声を上げていくのがまず私らの仕事かなと。 

 免除という方法もあるし、無利子期間を５

年を10年にしてもらうとかというのを考えな

いといけないと思いますし、では、コロナ禍

の後に今までと同じ売上げが確保できるのか

ということも考えとかんと、今度お金の返済

計画が全て狂ってくるというような状況にも

あります。 

 だから、私ら市の立場としては経済界のた

めに、先日もＪＥＴＲＯが来てくれたので、

繊維組合に対して、これは手で触って商談す

るものなので、そういうものをやはりＪＥＴ

ＲＯの中でも、そういうできる環境を、これ

は以前にも言うてあるんですけども、つくっ

てくださいというようなこともお伝えしてい

ますし、やっぱりこれから必要なことは、新

しい生活様式に向けてどう順応していくかと

いうことも企業にも事業所にも考えてもらっ

て、その中で市が支援できるものを支援して

いくというようなやり方に変えていかないと、

行政が全てリーダーシップを取ってやってい

くというのは財源的にも不可能ですし、そこ

に例えば４億円を投入してしまったら、今度、

市民生活に及ぼす４億円をどうするんやとい

う課題もあるわけです。 

 財政的にそんなに裕福でないまちですから、

その中でどう進めていくかということを考え

ていく。南出議員が言われたＰＤＣＡも大事

ですけども、先を見てどういう対応をしてい

くかというのは、これからも行政の、今度新

しい課題でもありますので、そこはしっかり

と、アドバイスいただいたことは、そういう

対応をこれからも進めていきたいと思います。 

 これから本当に未来へ向けて、今の事業者

がどういう形で、こうやりたい、こうしてい

くという提案もいただく中で、どういう予算

がつけられるかは考えますけれども、ただ、

やはり国と県という、市の役割分担をきちっ

とした中でやっていく必要があるのかなとい
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うふうには思いますので、ご理解をお願いし

たいと思います。 

○議長（小林 弘君）９番 南出君。 

○９番（南出昌彦君）予想もしなかった市長

の力強いご答弁をいただきました。どうかよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 ２番の質問はこれで終わりたいと思います。 

○議長（小林 弘君）次に、質問項目３、障

がい者福祉と大規模災害の発生に対する答弁

を求めます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（土井加奈子君）登壇〕 

○健康福祉部長（土井加奈子君）障がい者福

祉と大規模災害の発生についてお答えします。 

 まず、一点目の、障がい者福祉計画の実践

ですが、障がい福祉の支援は、就労、生活、

医療などと多岐にわたることから、相談支援

事業をはじめとする地域福祉のシステムづく

りに中核的な役割を果たす協議の場として、

橋本・伊都地域自立支援協議会を１市３町で

共同設置しています。 

 当協議会では、専門的事項の調査・研究な

どを行うとともに、課題解決のため、就労支

援部会、地域生活支援部会、権利擁護部会、

精神保健ネットワーク部会、こども部会、ケ

アマネジメント連携部会を設置しています。 

 障がい者の就労を専門的に協議する就労支

援部会の構成は、ハローワーク、県、支援学

校、市町、伊都障がい者就業・生活支援セン

ター、圏域内障がい福祉サービス事業所など

となっています。 

 当部会では、障がいをお持ちの方に対する

就労支援のための総合的な支援のため、毎月

第４火曜日に協議や意見交換を行っています。

ハローワークからは、橋本・伊都地域だけで

はなく、大阪府、奈良県を含めた近隣の最新

の障がい者向けの求人や雇用内容などの情報

提供を、また、障がい福祉サービス事業所か

らは、利用者の一般就労状況や作業所の工賃

アップを含めた障がい者の雇用に関する近況

報告や現状の課題を報告いただき、就労支援

のための課題解決を図っています。 

 市では、就労支援の一環として、きのかわ

支援学校の在校生に対し、教員や保護者とと

もに進路指導に加わるなどの支援も行ってい

ます。 

 今後も、ハローワーク、県、伊都障がい者

就業・生活支援センターなど関係機関とさら

なる連携強化を進め、障がい者の就労支援に

努めていきます。 

○議長（小林 弘君）危機管理監。 

〔危機管理監（廣畑 浩君）登壇〕 

○危機管理監（廣畑 浩君）次に、二点目の、

障がいのある人に対する防災知識の普及・啓

発に関する取組についてお答えします。 

 橋本市地域防災計画では、市民の防災意識

を高めるため、防災ビジョンを「あらゆる災

害から、市域並びに市民の生命、身体及び財

産を保護すること」と定めています。そのビ

ジョン達成に向けた基本的施策の一つである、

災害に即応できる人づくりをめざすため、地

域住民に対して防災知識の普及・啓発に努め

る、また、防災教育の普及、防災意識の啓発

にあたっては要配慮者や男女のニーズの違い

に配慮した防災知識の普及に努めるとしてい

ます。その方針に基づき、各地区自主防災会、

老人会、子育てサークル、小学校、高等学校

などにおいて、防災講座を行っています。 

 議員おただしの、障がいのある人への防災

知識の普及・啓発として、和歌山県中途失聴・

難聴者協会に対する防災講話の開催事例があ

ります。本防災講話では、本市で起こり得る

災害や拠点避難所、備蓄品の説明を行い、参

加者の方からは避難所での情報伝達方法の要

望もあったところです。 

 また、橋本市聴覚障害者協会から、聴覚障
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がい者が安心して避難生活ができるよう、福

祉避難所を事前に決めてほしいとの要望があ

り、地域の方々や学校にもご協力いただき、

拠点避難所である応其小学校の１室を聴覚障

がい者の方が集まる福祉避難所として指定し

た経緯もあります。 

 今後も災害予防対策を充実させるため、避

難行動要支援者などの情報共有を図るととも

に、救助・避難方法の確認、体制づくりに努

め、地域や自主防災会及び関係部署と連携し、

女性、高齢者、障がい者など多様な視点を取

り入れた防災対策の確立をめざしますので、

ご理解、ご協力をお願いします。 

○議長（小林 弘君）９番 南出君、再質問

ありますか。 

 ９番 南出君。 

○９番（南出昌彦君）時間も押し迫ってきま

したので、予定しておった質問の数の３分の

１ぐらいにしたいと思います。 

 障害者手帳の所有者数というのは令和２年

３月末3,891人と、人口総数に占める手帳の所

持者の割合も6.3％と増加傾向にあります。 

 そこで、一つお伺いします。 

 ハローワークが中心となって取り組んでい

るかと思うんですけども、橋本市は職場実習

受入れ候補事業所が３事業所と極端に少ない

というふうなことで、現場の聞き取り調査に

行ったところ、そういう話がありました。 

 これは何か、関係機関が連携してタッグを

組んで取り組まなければならない事業かとは

思うんですけれども、この辺、３事業所とい

うことで極端に少ないというのはどのような

関係か、お伺いいたします。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（土井加奈子君）ハローワー

クのほうに確認させていただきましたところ、

橋本市内において、実際にはもう少し多くの

事業所が実習を受け入れてくれているという

ことなんですが、やはり受入れの事業者のご

都合によりまして、公表されているのは３事

業所ということを伺っています。 

 所就労意欲のある障がい者の方が実習をす

るために、必ずハローワークを通じて申請し

なければいけませんので、ハローワークの窓

口でしっかり要望を聞き取ることで、３事業

所以外の事業所でも紹介をしているというこ

とでした。ちなみに、昨年度については延べ

13事業所で実施を受け入れてくださっている

ということです。 

○議長（小林 弘君）９番 南出君。 

○９番（南出昌彦君）障がいのある方という

のはやっぱり、一覧表を参考にしてハローワ

ークへ相談に来るというケースが多いと思い

ますので、その辺ちょっと工夫をしていただ

いて、十幾つもそういう事業所があるんでし

たら、ひょっとしたら希望に合うような事業

所がマッチするかもわかりませんので、その

辺またご検討をお願いしたいと思います。 

 それから、就労継続支援Ｂ型事業所に実際

聞き取り調査に行ったところ、コロナ禍前の

計画では工賃が１万4,000円ということであ

ったんですけども、コロナウイルス感染症の

影響で１万1,700円となっているとのことで

した。 

 これらについても、やはり、非常に障がい

のある方についてはいろんな課題が多いとい

うことですので、これも報告とさせていただ

きます。 

 そこで一つ、ちょっと切り口を変えて質問

させていただきます。 

 地域の体制づくり等の五つの機能が求めら

れる地域生活支援拠点につきましては、障が

い者等の重度化・高齢化、そして、親なき後

に備えるとともに地域移行を進めるために、

重度障がいに対応できる専門性を有した、生

活において障がい者やその家族の緊急事態に



 

－82－ 

対応を図るものかと思います。 

 第６期の障がい福祉計画においては、令和

３年、４年、５年、５年度末で３か所この拠

点を設置するということを目標を立てておら

れたかと思います。そして、積極的な取組の

もと、もう早々に令和３年、まだ今６月です

けども、もう３か所達成されたというお話を

聞かせていただきました。 

 まだまだ障がいのある方というのはたくさ

んおられると思います。積極的に生活支援拠

点、一つでも多く増やしていただきたいとい

うふうに思いますけども、その辺どのように

考えられているかをお伺いいたします。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（土井加奈子君）地域生活拠

点なんですが、令和２年度末まで実は１か所

も設置しておりませんで、２年度末に会議を

行いまして、この３か所、知的とそれから精

神と身体のそれぞれの障がいの特性別の施設

を地域生活拠点ということで指定させていた

だきまして、６期計画に載せさせていただい

たところです。 

 実態に即した数値目標としたいということ

で考えておりましたので、十分とは言えない

状態なんですけれども、この３か所から始め

させていただいて、今後充実していけたらな

と思っております。 

○議長（小林 弘君）９番 南出君。 

○９番（南出昌彦君）ありがとうございます。 

 次に、大規模災害関連の質問とさせていた

だきます。危機管理監も待っていただいてい

ると思いますので、よろしくお願いします。 

 阪神大震災は921人、東日本大震災は3,767

人の災害関連死がありました。そういう中で、

東日本大震災では障害者手帳を持つ人の死亡

率は全住民の死亡率の約２倍になっておりま

す。そういうことからも、障がいのある方と

いうのは生活をするのになかなか、いろいろ

やっぱり支援が必要かというふうに思います。 

 中央構造線の地震で想定される避難所の生

活者数を見ても、直後やったら２万2,000人、

１か月たってもやはりまだ8,000人の方が避

難所での生活を制約されておるということで、

地域防災計画の中でも示されております。 

 私、令和元年12月、そして、令和２年12月、

２回この災害関連の質問をさせていただきま

したけれども、やはり万が一のときに備える

ということで、なかなか取組難しい点もある

かと思うんですけども、これはやっぱり大事

なことやと思います。 

 幾つか、一つか二つか質問させていただき

ます。 

 構造上の配慮として、避難所が開設された

場合には、車椅子の利用者に配慮して、障が

い者用トイレの設置、簡易トイレ等をやっぱ

り用意せなあかんと思います。段差の解消の

措置を速やかに講ずる必要もありますけども、

この辺、準備はできておられるのか、お伺い

いたします。細かい点で済みません。 

○議長（小林 弘君）危機管理監。 

○危機管理監（廣畑 浩君）まず、避難所の

構造の面に関してお答えいたします。 

 本市の拠点避難所につきましては、大半が

公共施設であったりとか公民館等でございま

すので、概ねバリアフリー化ということでは

対応できているというふうに考えております。 

 それから、トイレのお話でございますけれ

ども、一般的なトイレ、障がいのない方への

対応ということに関しては概ねできておるん

ですけれども、障がいのある方に対しての、

例えば車椅子対応の方に対してということで

は、備品という意味においては現状整備でき

ておりません。 

 今年度、備品等々に関する全面的な見直し

を作業中でございます。こういった面を含め

まして、トイレに関して、車椅子の方に対す
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るトイレの整備ということも精力的に取り扱

って、考えていきたいというふうに考えてお

ります。 

○議長（小林 弘君）９番 南出君。 

○９番（南出昌彦君）ありがとうございます。 

 次に、災害時に１人で避難できないとする

人は、家族が不在の場合など、周囲の協力が

必要だと思います。現実問題として、大規模

災害の発生時に避難所での集団避難生活が困

難となる障がい者の方、そして、妊婦の方々

をはじめとして、特別な配慮を必要とすると

思うんですけども、どのような対応を考えら

れているのか。福祉避難所の話もありました

けども、ご答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（小林 弘君）危機管理監。 

○危機管理監（廣畑 浩君）一般的に要支援

者と言われる方の避難ということに関しまし

てです。 

 まず、普通ですと、個別避難計画というも

のが、普通といいますか、一般的に必要とさ

れております。本市におきましても、モデル

地区ということを学文路地区と南名古曽地区、

この二つをモデルケース地区という扱いをし

まして、それをつくったものを全市的に広げ

ていくというふうな扱いで進めてまいりまし

た。 

 再々、この辺につきましての進捗具合を一

般質問で度々お問合せいただいた中で、もう

しばらくお待ちくださいという話の中でお願

いしてきたわけですけれども、現状この２地

区に関しましては完了に至っておりません。 

 今回、こういったことを長々やっておって

も、ほぼ大きな進展はないというふうに思っ

ております。今年度、全面的に考え方を変え

まして、全市域一律フラットで、できるとこ

ろから進めてやっていただきたいというふう

に方針転換しております。 

 そういった意味におきまして、その作成の

中心になりますのが自主防災会ということで

お願いしてまいりましたし、今後もそういっ

た方針は変わりません。 

 この方針転換につきましては、先日も関係

するこの２地区、先ほど言いましたモデル地

区の自治防災会には説明しております。それ

から、連絡協議会、この会代表の方にも説明

していますし、役員会にも説明しております

が、全体的な意思統一というんですか、すり

合わせはちょっとこれから、コロナ対応とい

うこともあって、たくさんの人が集まるよう

な会合で説明するということに至っておりま

せんので、今後そうしたことを個々に説明し

ていく中で、説明をした中で理解を頂戴して

いきたいというふうに考えております。 

 それから、避難がもし仮にできた後におき

ましては、避難所の、何といいますか、マニ

ュアルがございます。マニュアルができます

と、長期化した場合におきましては、本部と

それぞれ活動班というものができることにな

ります。それぞれ活動班の中では先ほどの要

避難者への対応する班というのが別途つくら

れることになりますので、こういった方の個

別な対応もこういった班で行っていくという

ふうに考えております。 

○議長（小林 弘君）９番 南出君。 

○９番（南出昌彦君）ありがとうございます。

前向きな積極的な取組、ありがとうございま

す。よろしくお願いしたいと思います。 

 防災訓練の話になるんですけども、コロナ

禍でなかなか実施が難しいという中でありま

すけれども、ぜひ、訓練を実施するにあたっ

ては、本当に、実際、大規模災害が起きたと

きのことを想定しますと、やっぱり障がいの

ある人については本当になかなか避難しにく

い等のことが起きると思います。そういう中

で、障がいのある人を講師として、救護訓練

とかの訓練も取り入れるというふうなことも
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ご検討いただけたらなというふうに思います。 

 最後にですけども、平成22年９月に制定さ

れました橋本市災害時要援護者・要配慮者避

難支援プラン、これも全体計画も約10年経過

しております。本当に万が一のときに備えて、

危機管理室を中心として積極的な取組を期待

して、質問を終えたいと思います。 

 私の質問はこれで終了させていただきます。

ありがとうございます。 

○議長（小林 弘君）９番 南出君の一般質

問は終わりました。 

 この際、10時40分まで休憩いたします。 

（午前10時27分 休憩） 

      


